
「社会福祉法人が行う契約の取扱いについて」 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

 

社会福祉法人が行う契約の取扱いについて 

 

（別紙）   施設整備に係る契約事務取扱要領 

 

３ 契約締結方法 

   略  

（１）一般競争入札（条件付き一般競争入札）  

    ①・② 略 

  ③ 入札公告 

ア 参加条件の決定後、必要な事項を広く一般に周知させるため入札内容

の公告を行います。 

          公告する内容については、主に次の事項などが挙げられます。実施する

入札の方法等により周知すべき事項を明記してください。 

          なお、入札公告の具体的記載内容については、別添「入札公告例」を参

考にしてください。 

<入札公告の一般的記載事項> 

        

○入札対象工事の内容     

○入札参加形態（単体等）  

    ※ 県では、４億円以上の建築工事については、県内業者間の建

設共同企業体（特定ＪＶ）、専門工事や技術的難度の高い５億

円以上の建築工事については、大手・専門業者と県内業者の特

定ＪＶ等による条件付き一般競争入札が行えることになって

います。単独企業による施工が十分確保できると認められな

い場合の特定ＪＶ   の活用については、事前に所管課と

協議を行ってください。    

○入札手続き       

 

社会福祉法人が行う契約の取扱いについて 

 

（別紙）   施設整備に係る契約事務取扱要領 

 

３ 契約締結方法 

    略  

（１）一般競争入札（条件付き一般競争入札）  

    ①・② 略 

  ③ 入札公告 

    ア 参加条件の決定後、必要な事項を広く一般に周知させるため入札内容

の公告を行います。 

          公告する内容については、主に次の事項などが挙げられます。実施する

入札の方法等により周知すべき事項を明記してください。 

          なお、入札公告の具体的記載内容については、別添「入札公告例」を参

考にしてください。 

<入札公告の一般的記載事項> 

        

○入札対象工事の内容     

○入札参加形態（単体等）  

    ※ 県では、３億円以上の建築工事について 、      建

設共同企業体（特定ＪＶ）                   

                              

    による    一般競争入札が行えることになって

います。単独企業による施工が十分確保できると認められな

い場合の建設共同企業体の活用については、事前に所管課と

協議を行ってください。    

○入札手続き       



 ・ 設計図書の閲覧期日等、競争参加資格確認申請の受付等の期日

等、入札書の提出及び開札の期日等、改札後の審査書類の提出な

ど     

○競争に参加できる者の条件に関する事項 

○競争参加資格申請及び確認に関する事項 

○現場説明会に関する事項  

○入札の方法（遵守事項等）  

  ・ 辞退の取扱い、法令遵守の注意、他の入札者との相談の禁止、

開札前の入札価格の意図的な開示の禁止、入札書の額の記載方

法、入札執行回数、提出した入札書の書換え及び撤回等の禁止な

ど   

○入札無効に関する事項  

○開札後の競争参加資格の審査に関する事項（※下記⑥－イ参照） 

○落札者決定の方法 

○配置予定技術者の確認 

○入札保証金及び契約保証金 

○契約書の作成 

○最低制限価格の設定（※設ける場合のみ） 

○その他 

 

   イ・ウ 略 

  ④～⑪ 略 

 

（２）指名競争入札  

 略 

①～⑧ 略 

 

附 則 

 この取扱要領は、平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この取扱要領は、平成２４年４月１日から適用する。 

 ・ 設計図書の閲覧期日等、競争参加資格確認申請の受付等の期日

等、入札書の提出及び開札の期日等、改札後の審査書類の提出な

ど     

○競争に参加できる者の条件に関する事項 

○競争参加資格申請及び確認に関する事項 

○現場説明会に関する事項  

○入札の方法（遵守事項等）  

  ・ 辞退の取扱い、法令遵守の注意、他の入札者との相談の禁止、

開札前の入札価格の意図的な開示の禁止、入札書の額の記載方

法、入札執行回数、提出した入札書の書換え及び撤回等の禁止な

ど   

○入札無効に関する事項  

○開札後の競争参加資格の審査に関する事項（※下記⑥－イ参照） 

○落札者決定の方法 

○配置予定技術者の確認 

○入札保証金及び契約保証金 

○契約書の作成 

○最低制限価格の設定（※設ける場合のみ） 

○その他 

 

   ア・ウ 略 

  ④～⑪ 略 

 

（２）指名競争入札  

 略 

①～⑧ 略 

 

附 則 

 この取扱要領は、平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この取扱要領は、平成２４年４月１日から適用する。 



   附 則 

 この取扱要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この取扱要領は、平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この取扱要領は、平成２８年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この取扱要領は、平成３０（2018）年４月１日から適用する。 

附 則 

 この取扱要領は、令和２（2020）年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この取扱要領は、令和６（2024）年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この取扱要領は、令和７（2024）年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

（様式第３号）別紙①－２関係 

配 置 予 定 技 術 者 資 料 

 

工事名：                             工事 

 

                       商号又は名称：               

 

区 分 
主任技術者 

 
監理技術者 

氏名
ふりがな

  年齢 歳  

所 属 会 社  
建設業許可

番号 
   － 

   附 則 

 この取扱要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この取扱要領は、平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この取扱要領は、平成２８年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この取扱要領は、平成３０（2018）年４月１日から適用する。 

附 則 

 この取扱要領は、令和２（2020）年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この取扱要領は、令和６（2024）年４月１日から適用する。 

       

                             

 

 

 

 

 

（様式第３号）別紙①－２関係 

配 置 予 定 技 術 者 資 料 

 

工事名：                             工事 

 

                       商号又は名称：               

 

区 分 
主任技術者 

 
監理技術者 

氏名
ふりがな

  年齢 歳  

所 属 会 社  
建設業許可

番号 
   － 



 

国家資格証明書等の番
号 

 
取得年月

日 
   年   月  
日 

監理技術者資格者証番
号 

 
交付年月

日 
   年   月  
日 

監理技術者講習修了証
番号 

 
修了年月

日 
   年   月  
日 

 

工 
 
 
 
事 
 
 
 
経 
 
 
 
験 
 

発 注 者 名  

工 事 名  

工 事 箇 所  

請 負 金 額  

工 期 
    年  月  日 ～     年  月  

日 

従 事 役 職 

主任技術者  監理技術者  管理技術者佐  担
当技術者  現場代理人   

 
 ※上記該当箇所に○を付けること 

工 事 概 要    

C0RINS 登録の有
無 

・有（CORINS登録番号）        ・無 

 

申
請
時
に
お
け
る
他
工

発 注 者 名  

工 事 名  

工 事 箇 所  

工 期 
    年  月  日 ～     年  月  

日 

従 事 役 職  

 

国家資格証明書等の番
号 

 
取得年月

日 
   年   月  
日 

監理技術者資格者証番
号 

 
交付年月

日 
   年   月  
日 

監理技術者講習修了証
番号 

 
修了年月

日 
   年   月  
日 

 

工 
 
 
 
事 
 
 
 
経 
 
 
 
験 
 

発 注 者 名  

工 事 名  

工 事 箇 所  

請 負 金 額  

工 期 
    年  月  日 ～     年  月  

日 

従 事 役 職 

主任技術者  監理技術者  管理技術者佐     
     現場代理人   

 
 ※上記該当箇所に○を付けること 

工 事 概 要    

C0RINS 登録の有
無 

・有（CORINS登録番号）        ・無 

 

申
請
時
に
お
け
る
他
工

発 注 者 名  

工 事 名  

工 事 箇 所  

工 期 
    年  月  日 ～     年  月  

日 

従 事 役 職  



事
の
従
事
状
況
等 

本工事と重複する 
 

場合の対応措置 
 

C0RINS 登録の有
無 

・有（CORINS登録番号）        ・無 

 

（注） 

（共通） 

１～３ 略 

（資格について） 

１ 国家資格者等にあっては、当該資格証明書等の写しを添付すること。また、監理技術者にあ

っては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 

２ ３ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類としては、雇用保険被保険者

資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写しを添付すること。ただし、法人の役員である

こと等により雇用保険に加入できない場合については、健康保険・厚生年金保険標準報酬

月額決定通知書の写し及び住民税特別徴収税額の決定・変更通知書（市区町村が作成する

「特別徴収義務者用」に限る）の写しを添付すること。 

（工事経験について） 

１～４ 略 

（他工事の従事状況等について） 

１～２ 略 

（橋梁工事等における監理技術者等の取扱いについて） 

１ 略 

 

 

 

事
の
従
事
状
況
等 

本工事と重複する 
 

場合の対応措置 
 

C0RINS 登録の有
無 

・有（CORINS登録番号）        ・無 

 

（注） 

（共通） 

１～３ 略 

（資格について） 

１ 国家資格者等にあっては、当該資格証明書等の写しを添付すること。また、監理技術者にあ

っては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 

                                      
                                      
                                      
                                      
                 

（工事経験について） 

１～４ 略 

（他工事の従事状況等について） 

１～２ 略 

（橋梁工事等における監理技術者等の取扱いについて） 

１ 略 

 

 

 

 


